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令和５年度 徳島県職員（文化財）選考採用試験実施要領

１ 採用予定人員

文化財 １名程度

２ 採用予定時期

原則として令和６年４月１日

３ 職務の内容

県の関係機関において、埋蔵文化財に関する業務その他の行政事務に従事します。

４ 受験資格

（１）資 格 学校教育法による大学（大学院を含み、短期大学を除く。）におい

て考古学、文化財学又は歴史学に関わる分野を専攻した者

なお、令和６年３月３１日までに大学（大学院を含み、短期大学を

除く。）において、考古学、文化財学、歴史学その他これに類する学

科等の課程を卒業または修了する見込みの者が、同日までに卒業また

は修了できなかった場合は、採用される資格を失います。

（２）年 齢 昭和６２年４月２日以降に生まれた者

（３）次のア、イ、ウいずれかに該当する者は、受験できません。

ア 日本の国籍を有しない者

イ 地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する者

（ア）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその

執行を受けることがなくなるまでの者

（イ）徳島県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない者

（ウ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はそのもとに

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者

ウ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けてい

る者（心神耗弱を原因とする者以外）

５ 試験日時及び試験会場

※ 自然災害等により、試験日程等を変更する場合は、徳島県のホームページで情報
提供するとともに、申込み時の電話番号へ個別にお知らせいたします。

（１）第１次試験（教養試験、専門試験）

試験日時 試験会場 合格発表

令和５年１０月２２日（日） 徳島県万代庁舎 １１月上旬

ア 受付 午前８時３０分～ 徳島市万代町１丁目１番地

イ 試験 午前９時～
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（２）第２次試験（実技試験、口述試験）

試験日時 試験会場 合格発表

令和５年１１月上旬 未定 １１月中旬

（３）人事委員会等の選考

第２次試験の合格者に対し、後日人事委員会等の選考を経て採用が決定されます。

６ 試験方法

試験種目 方法及び内容 試験時間

１ 教養試験 公務員として必要な一般的な知識、知能につい ２時間

次 （択一式） て、大学卒業程度の筆記試験を行います。

試

験 専門試験 考古学の方法論と埋蔵文化財業務に必要な専門 ２時間

（記述式） 知識について、筆記試験を行います。

２ 実技試験 職務として必要な技術等を見るため、土器の実 ２時間

次 測試験を行います。

試

験 口述試験 専門性、人物等について審査します。

７ 受験手続

（１）受付期間

令和５年９月１１日（月）～令和５年１０月６日（金）

午前８時３０分～午後６時（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

※受付期間経過後の申込みは一切受付しません。

（２）応募書類（各１通）

① 受験申込書 １通（指定様式）

② 面接カード １通（指定様式）

③ 履歴書（市販のもので可。写真を貼付すること。） １通

④ 大学卒業（卒業見込）証明書又は大学院修了（修了見込）証明書

⑤ 成績証明書（大学学部以上）

⑥ 業績のリスト及び報告書（執筆分）、論文等の印刷（コピー可）

⑦ ⑥が無い場合は卒業論文または修士論文の要旨（Ａ４コピー横書1,000字程度）

⑧ 発掘調査歴を記入した書面（様式自由：調査期間、遺跡名、調査機関を明記）

⑨ 官製はがき（受験票として使用します。表面に受験票送付先の郵便番号・住所

・氏名を記載し、裏面にはなにも記入しないでください。）

※徳島県ホームページ（https://www.pref.tokushima.lg.jp/）上に、受験申込書、

面接カードを掲載しています。
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８ 申込方法

次の申込先に直接持参又は郵送してください。

郵送による申込みは、封筒の表に「選考採用試験（文化財）受験」と朱書きし、

必ず「書留郵便」により送付してください。

郵送の場合は１０月６日付け消印まで有効。

なお、申込受付後、受験票を郵送しますが、１０月１７日までに到着しない場合は、

電話で未来創生文化部文化資源活用課（088-621-3160）へ連絡してください。

９ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２７年徳島県条例第２号）（給与条例）

等の規定により、月額１９４，９５８円（給料月額＋地域手当）（令和５年４月１日

現在）を基本として支給され、一定の職歴等がある場合は加算されることがあります。

このほか諸手当として、給与条例等の規定により、期末・勤勉手当、扶養手当、住
居手当、通勤手当等が支給されます。

10 申込・問合せ先

〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地

徳島県未来創生文化部文化資源活用課（県庁２階）

電話 ０８８－６２１－３１６０

メールアドレス bunkashigenkatsuyouka@pref.tokushima.jp


